
第 1 回 （仮称）新潟島中心部交通政策検討協議会 

 

 

 

開催日時：平成１８年３月１５日（水） 午前１０時から 

場  所：新潟市役所 第２分館 ２－４０１会議室 

 

 

 

次  第 

 

 

１． 挨拶 

 

２． 協議会の設立および規約について 

 

３． 交通政策の課題及び今後の取り組みについて 

 

４． その他 

         ・新駐車法制の概要（新潟中央警察署） 



新潟島中心部交通政策検討協議会とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆はじめに・・・新潟島交通政策を検討する必要性 
 

    

これまではこれまではこれまではこれまでは    

    

    

    

    

    

Ｈ19年度「政令指定都市」の実現 

・新潟島は政令市の中心 

・新潟市の顔にふさわしい都市交通

環境の整備 

みなとトンネル・柳都大橋の進捗 

・新潟島の主要交通導線の変化 

・人に優しい都市環境への関心の

高まり 

◎増加する自動車交通への対応・・・交通処理を優先した道路整備 

◎郊外への市街地の分散・・・自動車中心、業務・商業施設の中心部からの移転 

新潟島中心部新潟島中心部新潟島中心部新潟島中心部におけるにおけるにおけるにおける大大大大きなきなきなきな変化変化変化変化とととと転機転機転機転機 

東西堀などの交通規制の見直しをはじめ、 

今こそ新潟島中心部の交通政策のあり方について検討していく好機！ 

↓ 

そのためには行政だけでなく、関係者の協力・理解が必要不可欠 

 

・中心市街地の活力の低下 

・公共交通サービスの低下 

など    

生生生生じてきたじてきたじてきたじてきた問題問題問題問題 
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新潟島中心部新潟島中心部新潟島中心部新潟島中心部交通政策交通政策交通政策交通政策検討協議会検討協議会検討協議会検討協議会    規約規約規約規約    

 

（名称） 

第１条 本会は、「新潟島中心部交通政策検討協議会」（以下、「協議会」という。）と称す

る。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、道路網整備など交通環境の変化や中心市街地の活性化、市民生活の利

便性向上などを勘案し、新潟島中心部のまちづくりと望ましい交通政策のあり方

について検討を行うとともに、実施に向けた計画策定及び調整を図ることを目的

とする。 

（組織）  

第３条 協議会は、別表に掲げる委員で組織する。 

２  協議会の構成員は、必要に応じ補充することができる。 

 

（会長） 

第４条 協議会に会長を置くものとし、新潟市都市整備局都市計画部長がその職務にあた

る。 

２  会長は、協議会を代表し、協議会を総括・招集する。 

 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、新潟市都市整備局都市計画部都市交通政策課において処理する。 

 

（その他） 

第６条 この規約で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮っ

て定める。 

 

附則 

〔施行期日〕 

 この規約は、平成 １８年 ３月 １５日から施行する。 
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別表 

新潟島新潟島新潟島新潟島中心部交通政策検討中心部交通政策検討中心部交通政策検討中心部交通政策検討協議会委員名簿協議会委員名簿協議会委員名簿協議会委員名簿    

自治連合会 白山地区自治振興会 部長 

新潟校区振興会 副会長 

礎振興会 会長 

湊校区町内連合会 会長 

豊照地区連合町内会 副会長 

栄小学校区コミュニティ協議会 理事 

中央地区小学校区地域ｺﾐｭﾆﾃｨ組織設立準備連絡協議会 会長 

  

新潟中心街連合会 会長 

新潟中心街連合会 副会長（２名） 

新潟市上古町商店街振興組合 会長 

下本町商店会 会長 

 

西堀商業振興会  

新潟商工会議所 TMO 事務局長  

社団法人新潟県バス協会 専務理事  

社団法人新潟県トラック協会 専務理事  

新潟市ハイヤータクシー協会 会長 

新潟市個人タクシー事業協同組合 理事長 
 

新潟県エスディーエス協会 代表理事 

新潟県運転代行事業協同組合 代表 
 

新潟駐車協会 会長  

新潟交通株式会社 乗合バス部 計画課長  

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所 調査課長 

〃             交通対策課長 
 

新潟県警察本部 交通部 交通規制課長 

新潟中央警察署 交通課長 
 

新潟市 産業経済局 商工労働部 商工振興課長 

◎都市整備局 都市計画部長 

都市計画部 都市交通政策課長 

開発建築部 街づくり推進課長 

土 木 部 土木企画課長 

土木総務課長 

 

◎：会長 

 以上 ３２名 



新潟島中心部における交通政策の課題及び今後の取組みについて   ～新たなまちづくりに向けて～   18.3.15 都都都都都都都都市市市市市市市市交交交交交交交交通通通通通通通通政政政政政政政政策策策策策策策策課課課課課課課課 

    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．新潟島中心部新潟島中心部新潟島中心部新潟島中心部のののの課題課題課題課題とこれからのとこれからのとこれからのとこれからの方向性方向性方向性方向性                                ⅡⅡⅡⅡ．．．．交通政策交通政策交通政策交通政策のののの課題課題課題課題、、、、取組取組取組取組みのみのみのみの必要性必要性必要性必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．違法駐停車などによる交通環境の阻害 

   古町周辺では、民間駐車場やパーキングメーターが設置されているにもかかわらず、

禁止区間やタクシー乗り場、荷降しスペースへの違法駐停車などが数多く見られ、企業

活動や交通の円滑な処理を阻害する大きな要因となっている。 

 また、夜間の繁華街周辺では、タクシーや運転代行などの客待ち車両による道路混雑

が生じている。 

 

○ 年々減少する人口、進む高齢化 

本庁・入舟地区の人口が 10年間で１４％減少 

平成２年 4 万 9 千人  平成 12 年 4 万 2 千人（国調） 

高齢化率（65歳以上）は 18.5％から 20.5％へ造化 

○ 厳しさを増す商店街の経営環境 

年間商品販売額が年々減少 

平成 6 年から 14 年にかけて中央地区で 15.6％減（商統） 

 

 その一方で、流れは市街地の拡大から成熟型都市へ 

☆ 見直される中心市街地の立地条件 

      都心型マンションの建設、専門学校の進出、ビル改築 

☆ 進められる都市基盤整備 

柳都大橋、港トンネルの供用開始、雨水改善事業 

☆ 歴史と文化の再発見と新たな活用 

「生涯学習センター、みなとぴあ」のオープン 

新潟島中心部を取り巻く課題 

訪れる人や暮らす人々を大切にする環境整備（住む→人が主役） 

人々を魅了する個性と文化（街の個性は文化の薫り） 

創造と共働（誇りと愛着は参加して初めて生まれる） 

街に対するマイナスイメージの払拭（相手を知り己を知る） 

８０万政令市の中心市街地への期待 

政令市を担う経済交流活動の活性化、 

中心市街地に相応しい生活環境の実現 

    
中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地におけるにおけるにおけるにおける    

交通交通交通交通のののの課題課題課題課題    

１．来街者にとってわかりにくい交通案内   ・・・・資料４参照 

   古町を中心とした総合交通規制は、集中する大量の自動車交通を円滑かつ安全に処理

するという大きな効果をもたらす一方で、「来街者にとって道がわかりにくく、走りづ

らい」というイメージを与える一因ともなっている。 

タクシー乗り場や 

商品の搬入口周辺に 

駐停車する一般車両 

（西堀大和付近）  

道路の両側に 

停車する客待ち 

車両（東堀通） 
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大大大大きくきくきくきく変変変変わろうとしているわろうとしているわろうとしているわろうとしている    

新潟島新潟島新潟島新潟島のののの交通体系交通体系交通体系交通体系    

○ 柳都大橋、港トンネル 

の開通（H１４年５月） 

○ 公共交通の利便性向上 

への関心の高まり 

○ 萬代橋、柾谷小路 

への交通量負荷の減少 

○ 柳都大橋接続道路 

の東堀延伸 

○ 新駐車法制の改正 

（H18 年６月施行） 

 

３．放置自転車、荷捌きスペース、憩い空間、交通事故などへの対応 

   中心市街地では、放置自転車や荷捌きスペースなど商業地特有の課題に加え、「潤い

ややすらぎ」といった人に優しい魅力ある都市空間の創出、より安全で快適な交通環境

の実現に向けて、具体的な取組みが求められている。 

 

早川堀の復元イメージ図 

    

道路の路肩で行わ 

れる荷物の積み下ろ 

し風景（西堀） 

狭い歩行空間、 

歩道上に放置された

自転車（西堀三越前） 

歩行者と自動車 

の交錯（西堀、柾谷 

小路交差点） 

潤いとやすらぎ

のある空間整備 

政令市政令市政令市政令市にににに伴伴伴伴うううう区制導入区制導入区制導入区制導入をををを控控控控えたえたえたえた今今今今こそこそこそこそ、、、、    
    

選択１ 交通規制交通規制交通規制交通規制のありのありのありのあり方方方方をををを含含含含めめめめ新潟島新潟島新潟島新潟島のののの交通政策交通政策交通政策交通政策をををを抜本的抜本的抜本的抜本的にににに見直見直見直見直すかすかすかすか    

選択２ 従来従来従来従来のののの交通政策交通政策交通政策交通政策をををを基本的基本的基本的基本的にににに踏襲踏襲踏襲踏襲しししし、、、、改善改善改善改善をををを進進進進めるかめるかめるかめるか    

                        検討検討検討検討をををを進進進進めるめるめるめる好機好機好機好機・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 地域住民や商店街、交通事業者、行政などが協力・

連携し、新潟島における交通政策の課題と望ましい

あり方について検討を行います。 

協議会の当面の目的 

 

○ 国道１１６号学校町 

交差点改良（H18 年３月） 

（参考：資料５、６） 
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        ⅢⅢⅢⅢ．．．．協議会協議会協議会協議会のののの当面当面当面当面のののの活動活動活動活動イメージイメージイメージイメージ                                        ⅣⅣⅣⅣ．．．．想定想定想定想定されるされるされるされる検討課題検討課題検討課題検討課題 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．望ましい交通規制のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．安全安心な歩行環境 

 

 

 
 
３．公共交通の利便性向上 
 

◎解決策の事例 

 

○ 新潟島の交通政策の課題、協議会の目的など

に関する質疑応答、意見交換 

 

○ 技術的評価により提案された計画素案につい

て評価検討を行い、基本合意が得られた場合、

事業実施に向けた個別課題や住民説明への対

応について協議を実施予定 

第 1 回協議会 

○ 新潟島中心部の交通政策に関する検討の必要性 

○ 今後の進め方について 

第２～３回協議会 

 

○ 抜本的見直しに関する検討の可否について、 

協議会の意見を取りまとめ 

○ 抜本的見直し（交通規制）を行う場合のメリットデメリット 

○ 想定される課題及び対応策に関する調査研究 

※ 抜本的見直し案について検討を進める場合は、

交通管理者（県警）、道路管理者など関係機関に

対し技術検討を正式に要請 

平成 18年 8月目処 

第４回協議会以降（詳細な進め方については、別途関係者間で調整） 

○ 計画策定に向けた意見調整、個別課題の検討 

○ 事業実施に係る環境整備、住民広報ほか 

第一目標 

  

【社会実験】タクシー乗場の設置・誘導 

「重点ゾーン社会実験（札幌市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）」 

【社会実験】荷捌き駐車場の設置 

「目黒区自由が丘交通社会実験（㈱ｼﾞｪｲｽﾋﾟﾘｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）」 

たとえば・・・ 

多数の歩行者が、安全に街を楽しみながら回遊 

できる道路空間の整備（道路機能の見直し） 

たとえば・・・ 

分かりやすいバス路線・乗り場案内 

洗練されたデザインによるバス停環境 など 

（参考：資料７） 

古町７ 

横浜市の事例（写真：㈱MCDecaux） 
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たとえば・・・ 

交通処理に重きを置いた東西堀の

一方通行規制を見直し、多くの車両や

人々が自由に往来できるメイン道路

として活用。 
 

しかし、検討課題としては・・・ 

・交通量の増加に伴う交通への影響 

・駐停車車両への対応など 
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古町通古町通古町通古町通    

東堀通東堀通東堀通東堀通    

本町通本町通本町通本町通    

新 潟 島 の 交 通 規 制 

凡  例 

一方通行路線  

歩行者用道路  
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地図は平成１６年作成 
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